
山田みやこの活動報告

令和3年10月31日 (日)

全国自治体議員行財政自主研究会第3回学習会

テーマ 自治体と情報公開条例

◦NPO法人クリアリングハウスの公的活動は
自治体の第3者機関委員の委嘱
地方自治体の職員研修
国会審議の参考人 等

◦行政の情報公開を進める上でのポイント
情報公開が適切にできないと信頼が損なわれることを強調
請求されなくても情報提供を政策に進める仕組みをつくる。

◦情報公開制度を見る上でのポイント
情報を保有する行政機関が対象文書を特定し、公開・非公
開を判断する仕組みのため、行政運用の適正化を伴わない
と機能しにくい。大量請求、濫用的請求の対策のための条
例改正は進んでいる。

◦情報公開制度をどう使う？
情報を入手する「最終手段」の一つ
公開公表情報にあたることも必要
請求したい対象や問題にかかる基本的な枠組みを知ること
は請求を大いに助ける

◦情報公開請求をするときに注意すること
相手を負かすために請求手続きをしているわけではない
追求よりも回答しなければならないような質問で情報を引
き出すことが必要

※地方議員と自治体は二元代表としての機能を発揮しなけれ
ばならない。そのために議会のチェック機能の強化のために
はルールをよく理解しなければならない。その第一歩として
今回の学習会は大変参考となった。
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